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福祉サービス第三者評価結果公表事項 

 

① 第三者評価機関名 

(特非）福祉総合評価機構愛媛県事務所 

 

② 施設・事業所情報 

名称：松山市立久米保育園 種別：保育所 

代表者氏名：鵜久森 真弓 定員（利用人数）：150（99）名      

所在地：松山市鷹子町４－４         

TEL：089-975-0201 https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/kakukaichiran 

/hokenfukusibu/hoikusyo/kumehoennoannai.html 

【施設・事業所の概要】 

 開設年月日：昭和 29 年 4 月 1 日(平成 10 年 8 月 20 日改築) 

 経営法人・設置主体（法人名等）：松山市 

職員数 常勤職員：34 名        非常勤職員：7名 

専門職員 （専門職の名称）  名  

保育士 26 名 保育士 5名 

調理員 7名 

看護師 1名 

労務職 2名 

 

施設・設 

備の概要 

（居室数） （設備等） 

保育室 7 室・調理室・事

務室・更衣室・地域子育

て支援センター 

鉄筋コンクリート ２階建て 

プール 

 

③ 理念・基本方針 

〈保育理念〉 

・子どもの最善の利益を考慮し、子どもにとって最もふさわしい生活の場を 

保障します。 

・生涯にわたる「生きる力」の基礎を培うことを目標に、保育所の環境を通して、 

養護と教育を一体的に行います。 

・保護者や地域の子育て家庭への支援を行います。 

〈久米保育園のねらい〉 

   「子どもの心身ともに健やかな成長を家庭と共に見守り育む」 

  ・様々な体験をする中で人と関わり、愛情や思いやり、協調できる力を育てる。 

  ・一人ひとりの成長、発達に応じて、安心できる環境を整え、生活習慣を身に 

つける。 
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  ・興味や意欲を大切にし、感じたり、考えたりしながら豊かな思考力や心情を 

   育てる。 

〈目標〉子ども主体のあそびを保障する。 

・のびのび遊ぶ子ども 

・自分で考える子ども 

・思いやりのある子ども 

 

 

④ 施設・事業所の特徴的な取組 

・生後６カ月から入園可能であり、担当制による乳児保育を行っています。 

・配慮を必要とする子どもへのていねいな保育の実践と関係機関との密な連携を 

行っています。 

・松山市保育園独自の発達経過表をもとに一人ひとりの育ちを確認しながら細やか 

な保育を行っています。 

・地域子育て支援センター、一時預かり保育との連携により、未就園児を持つ家庭 

の子育てを支援しています。併設の久米児童館や隣接の久米小学校との連携により 

豊かな子どもの活動を支援しています。 

 

⑤第三者評価の受審状況 

 評価実施期間 

 

  令和４年４月２７日（契約日） ～ 

 令和５年２月８日（評価結果確定日） 

 受審回数（前回の受審時期）      ２回（平成 25 年度） 

 

⑥総評 

◇特に評価の高い点 

・松山市の子育て支援の中核的な役割を担っており、地域子育て支援センター、一

時預かり保育により、未就園児の家庭の子育て支援を行っています。また地域子育

て支援センターは他園の子育て支援事業にも協力しています。併設の児童館との交

流もあり、遊戯室の活用も行っています。発達支援担当保育士を園内に配置すると

ともに、関係施設と連携を取りながら支援を行っています。幼保小中連携推進の研

究指定校でもあり、家庭状況の見守りが必要な場合など、地域の社会資源を組織的

に活用する体制が整備されています。 

 

◇改善を求められる点 

・保育士数が多いこともあり、定例の職員会は全員が参加するのは難しい状況で

す。情報伝達・情報共有は、クラスノート・朝礼などで問題なく運営されています

が、日頃の気づきや課題などについて、保育士が集まって自由に話し合う機会をよ

り頻繁に持つことを期待します。 
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⑦第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント 

今回、第三者評価を受けるにあたり、全職員が自分自身の保育を振り返ると同時

に、園として取り組むべき課題に気づくことができ、その課題解決に向けて保育を見

直す良い機会を得ることができました。この結果を保育に活かし、より一層質の向上

につなげていきたいと思います。 

また、今後も、地域におかれた久米保育園の役割を果たし、子どもが自分らしさを

発揮してのびのびと活動し、保護者も安心して預けていただける保育園作りをめざし

ていきたいと思います。 

 

 

 

⑧第三者評価結果 

  別紙の「第三者評価結果」に記載している事項について公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


